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処分の種類

根拠法令条例
等・条項

処分の概要

処分基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

未設定（事案ごとの裁量が大きいため）

【参考】
・麻薬及び向精神薬取締法第５０条の３９
　厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向
精神薬使用業者又は厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者につい
て、都道府県知事は、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者又は都
道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者が第５０条
の２１の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、向精神薬の保
管又は廃棄の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

・麻薬及び向精神薬取締法第５０条の２１
　向精神薬取扱者は、向精神薬の濫用を防止するため、厚生労働省令で定めるところに
より、その所有する向精神薬を保管し、若しくは廃棄し、又はその他必要な措置を講じなけ
ればならない。

・麻薬及び向精神薬取締法施行規則第４０条
　向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬を、その向精神薬営業所、病院等又は向精
神薬試験研究施設内で保管しなければならない。
２　前項の保管は、当該向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設において、
向精神薬に関する業務に従事する者が実地に盗難の防止につき必要な注意をする場合
を除き、かぎをかけた設備内で行わなければならない。
３　向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬を廃棄するときは、焼却その他の向精神
薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
４　向精神薬営業者は、常時取引関係にない者に向精神薬を譲り渡すときは、その相手
方が法第５０条の１６第２項 、第３項又は第４項の規定により向精神薬の譲渡しが禁止さ
れている者でないことを確認しなければならない。
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行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

向精神薬の措置命令

麻薬及び向精神薬取締法第５０条の３９

向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者又は向精神薬試験研究施設設
置者に対する向精神薬の保管又は廃棄方法の変更等の命令


